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非開示理由等 所管局部課等

1 H30.2.19 H30.3.2

28オ調調第977号　第31回オリ
ンピック競技大会（2016／リ
オ）及び第15回パラリンピッ
ク競技大会（2016／リオ）チ
ケットの支出及び精算につい
て

9 1 1
公にすることにより、偽造による犯罪
の予防に支障を及ぼす恐れがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局総合調整部調
整課

2 H30.2.19 H30.3.2

東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会実施
段階環境影響評価に係る意見
見解書（新国立競技場（オリ
ンピックスタジアム））の作
成及び提出について （平成28
年8月24日付28オ大調第269
号）

2 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部調
整課

3 H30.2.19 H30.3.2

２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピック海の森競
技場の後利用について28オ大
一第180号

1 1 1
公にすることにより、偽造による犯罪
の予防に支障を及ぼす恐れがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

4 H30.2.19 H30.3.5

平成２７年度オリンピック・
パラリンピック準備局一般職
非常勤職員の任用について
（平成２７年６月１日付）

10 1 1
個人に関する情報で特定の個人を識別
できるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部総務課

5 H30.2.19 H30.3.5

・28オ調調第95号「東京2020
オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催に伴う経済効
果の調査・分析等業務委託
（その２）」
・27オ調計第16号「2020年東
京オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催に伴う経
済効果の調査・分析業務委
託」
・26オ調企第15号「オリン
ピック・パラリンピック競技
大会開催のレガシーに関する
調査・分析等業務委託に係る
契約締結の請求について」
・ 27オ調計第26号「オリン
ピック・パラリンピック競技
大会に関する報告書制作委託
に係る契約締結の請求につい
て」

60 1 1
公にすることにより、予定価格が推測
され、今後の都の契約事務の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局総合調整部調
整課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

6 H30.2.19 H30.3.5

・27オ調計第35号「2020年東
京オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催に伴う経
済効果の調査・分析等業務委
託に係る契約変更について」
・28オ調調第529号「契約変更
について（東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技
大会開催に伴う経済効果の調
査・分析等業務委託（その
２））」
・27オ調計第23号「2020年東
京オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催に伴う経
済効果の調査・分析等業務委
託に係る資料文書等の貸与に
ついて」
・27オ調計第12号「２０２０
年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会のレガシー
の検討について（依頼）」
・27オ調計第33号「オリン
ピック・パラリンピック競技
大会に関する報告書制作委託
に係る契約変更について」

80 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局総合調整部調
整課

7 H30.2.19 H30.3.5
選手村開発方針検討支援業務
報告書

181 1 1 1 1 1

(3号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCの事業運営上の
地位が損なわれると認められるため
(4号）公にすることにより、テロ等に
よる犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があると認められる情報であるため
（5号）当該事業に関連する関係機関
の事業運営に関する情報のうち、未確
定な内容、または推測に基づき設定し
た内容であり、公にすることにより、
今後の当該関係機関との検討又は協議
の適正な遂行を妨げるおそれがあるた
め
(6号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCからの信頼を不
当に損なうことになると認められるも
のであり、オリンピック・パラリン
ピック準備のための都の今後の事業運
営上支障を及ぼすおそれがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

8 H30.2.22 H30.3.8

①ラジオ体操のぼり旗に関し
て作製経費及び配布先がわか
る文書
②ラジオ体操のぼり旗に関し
てゆりーとをマスコットとし
て使う理由がわかる文書

1

「みんなでラジオ体操プロジェクト」
のぼり旗については、東京都主催のス
ポーツイベントの際に、共催団体が作
製したものであり、東京都には作製経
費及び配布先がわかる公文書は存在し
ない。
「ゆりーと」は、都民の鳥「ゆりかも
め」をモチーフに、スポーツ祭東京２
０１３（第68回国民体育大会及び第13
回全国障害者スポーツ大会）を応援す
るために誕生したキャラクターで、大
会終了後は、広く東京都全体のスポー
ツの振興のために「スポーツ推進大
使」として活躍している。
こうしたことから、オリンピック・パ
ラリンピック準備局のスポーツ事業の
印刷物にはデザインの一部にゆりーと
を採用しており、みんなのラジオ体操
プロジェクトでも同様にデザインの一
部として採用しているが、採用に当
たってその理由を記録した公文書は存
在しない。

オリンピック・パラリン
ピック準備局スポーツ推進
部調整課
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9 H30.1.22 H30.3.9

・平成28年6月7日建設局・組
織委との打合せ資料
・平成28年12月1日建設局との
打合せに係る事前送付資料
・平成28年12月8日建設局・組
織委との打合せ記録
・平成29年8月2日建設局・組
織委との打合せ記録
・平成29年8月2日建設局・組
織委との打合せ資料（平成28
年12月8日打合せ記録）
・平成29年8月2日建設局・組
織委との打合せ資料
・平成29年8月23日付29オ大調
第499号
・平成28年12月1日建設局との
打合せ資料
・平成29年5月24日建設局へ送
付した資料
・平成30年1月17日建設局・組
織委との打合せ資料

1 1 1 1 1

（2号）個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものに該当
するため
（3号）大会時の会場計画にかかる情
報で、公益財団法人東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員
会が独自に収集・加工している情報が
含まれており、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地
位、その他社会的な地位が損なわれる
ため
（4号）セキュリティに関する情報で
あって、公にすることにより、テロ等
による犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあると認められる情報であるため
（6号）組織委員会内の検討過程の情
報であることから、当該部分を公にす
ることにより、組織委員会との信頼関
係を著しく損ない、今後の情報提供が
得られなくなる等、オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に係る都の事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部調
整課

10 H30.1.29 H30.3.9
平成29年8月23日付29オ大調第
499号原議一式

1 1 1 1

(2号）個人に関する情報で特定の個人
を識別することができるものに該当す
るため
（4号）公にすることにより、偽造に
よる犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があるため
（6号）組織委員会内の検討過程の情
報であることから、当該部分を公にす
ることにより、組織委員会との信頼関
係を著しく損ない、今後の情報提供が
得られなくなる等、オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に係る都の事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部調
整課

47
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11 H30.1.11 H30.3.12

・晴海選手村後利用検討業務
委託報告書（概要版）
・選手村事業手法について
（案）
・晴海選手村の整備について
（案）
・2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の選
手村計画に関する「選手村
大会終了後における住宅棟の
モデルプラン」（案）につい
て（照会）
・「2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会
の選手村計画に関する「選手
村　大会終了後における住宅
棟のモデルプラン」(案)につ
いて（回答）」の収受につい
て
・2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の選
手村計画に関する「選手村
大会終了後における住宅棟の
モデルプラン」の決定につい
て

1
オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

12 H30.1.11 H30.3.12

・晴海選手村再開発等促進区
企画提案書作成業務委託報告
書
・晴海選手村地区計画検討業
務委託報告書
・晴海選手村後利用検討業務
委託報告書（本編）

1 1 1 1 1 1

(3号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCの事業運営上の
地位が損なわれると認められるため
(4号）公にすることにより、テロ等に
よる犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があると認められる情報であるため
（5号）大会時の選手村の計画に係る
検討過程の情報であって、公にするこ
とにより、未成熟な情報が確定した情
報と誤解され、都民の間に混乱を生じ
させるおそれがあるため
(6号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCからの信頼を不
当に損なうことになると認められるも
のであり、オリンピック・パラリン
ピック準備のための都の今後の事業運
営上支障を及ぼすおそれがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

13 H30.1.11 H30.3.12

・選手村計画について、民間
団体、企業が都に提出した提
案書、提言など
・選手村計画で都民や市民団
体などが都に提出した要請、
陳情書など

1
当該公文書は実施機関では取得してお
らず存在しない。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

551



29年度　公文書開示（3月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

14 H30.2.20 H30.3.6
選手村開発方針検討支援業務
報告書

181 1 1 1 1 1

(3号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCの事業運営上の
地位が損なわれると認められるため
(4号）公にすることにより、テロ等に
よる犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があると認められる情報であるため
（5号）当該事業に関連する関係機関
の事業運営に関する情報のうち、未確
定な内容、または推測に基づき設定し
た内容であり、公にすることにより、
今後の当該関係機関との検討又は協議
の適正な遂行を妨げるおそれがあるた
め
(6号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCからの信頼を不
当に損なうことになると認められるも
のであり、オリンピック・パラリン
ピック準備のための都の今後の事業運
営上支障を及ぼすおそれがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

15 H30.3.8 H30.3.22

・選手村開発方針検討支援業
務委託契約書
・選手村開発方針検討支援業
務委託報告書

195 1 1 1 1 1

(3号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCの事業運営上の
地位が損なわれると認められるため
(4号）公にすることにより、テロ等に
よる犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があると認められる情報であるため
（5号）当該事業に関連する関係機関
の事業運営に関する情報のうち、未確
定な内容、または推測に基づき設定し
た内容であり、公にすることにより、
今後の当該関係機関との検討又は協議
の適正な遂行を妨げるおそれがあるた
め
(6号）IOCと開催都市との間で守秘義
務が設定されているテクニカルマニュ
アル（開催都市契約大会運営要件を除
く）に係る情報であって、これを公に
することにより、IOCからの信頼を不
当に損なうことになると認められるも
のであり、オリンピック・パラリン
ピック準備のための都の今後の事業運
営上支障を及ぼすおそれがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

16 H30.3.9 H30.3.23

選手村の再開発にかかわっ
て、政党、政治家からの相談
や働きかけに関する記録、メ
モ

1
当該公文書は、実施機関（オリンピッ
ク・パラリンピック準備局）では作成
及び取得をしておらず、存在しない。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

17 H30.3.22 H30.3.30

・28オ大調第523号「一時使用
目的のための土地の無償貸付
契約の更新について」
・29オ大調第846号「一時使用
目的のための土地の無償貸付
契約の更新について」

34 1 1
公にすることにより、偽造による犯罪の予
防に支障を及ぼす恐れがあるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部調
整課


